
５．（１）評価の適正化・重点化（その５）

■ ⽣活援助の訪問回数が多い利⽤者のケアプランについて、事務負担にも配慮して、検証の仕⽅や届出頻度の
⾒直しを⾏う。区分⽀給限度基準額の利⽤割合が⾼く訪問介護が⼤部分を占めるケアプランを作成する居宅介
護⽀援事業者を対象とした点検・検証の仕組みを導⼊する。【省令改正、通知改正】

0

⽣活援助の訪問回数が多い利⽤者等のケアプランの検証

居宅介護⽀援
○ 平成30年度介護報酬改定において導⼊された⽣活援助の訪問回数が多い利⽤者のケアプランの検証の仕組みについて、
実施の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して、届出のあったケアプランの検証や届
出頻度について、以下の⾒直しを⾏う。【通知改正】
・ 検証の仕⽅について、地域ケア会議のみならず、⾏政職員やリハビリテーション専⾨職を派遣する形で⾏う
サービス担当者会議等での対応を可能とする

・ 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は１年後とする
○ より利⽤者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、検証⽅
法として効率的で訪問介護サービスの利⽤制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分⽀給限度基
準額の利⽤割合が⾼く、かつ、訪問介護が利⽤サービスの⼤部分を占めるケアプランを作成する居宅介護⽀援事業所を
事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導⼊する。【省令改正】（※効率的な点検・検証の仕組みの周知期
間の確保等のため、10⽉から施⾏）

訪問回数の多い訪問介護対策

○ 訪問介護（⽣活援助中⼼型）の回数が「全国平均利⽤回数＋２標準偏差（２SD）」に該当するケアプランの
保険者届出（※ 届出頻度︓当該回数以上の場合は当該⽉ごと ⇒ 検証した場合は１年後）

○ 区分⽀給限度基準額の利⽤割合が⾼く、かつ、訪問介護が利⽤サービスの⼤部分を占める等のケアプランの
保険者届出 ＊令和３年10⽉１⽇施⾏

市町村による検討のためのマニュアルの策定

検証対象
の抽出

検証⽅法の強
化

検証の実施 保険者によるケアプランの検証
地域ケア会議や⾏政職員等を派遣する形で⾏うサービス担当者会議等によるケアプランの検証

必要に応じて、利⽤者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌や地域資源の有効活⽤の観点から、サービス内容の是正を促す

【イメージ図】
※赤字部分：令和３年度見直し分



５．（１）評価の適正化・重点化（その６）

■ サービス付き⾼齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所指定の際の条件付
け（利⽤者の⼀定割合以上を併設集合住宅以外の利⽤者とする等）や家賃・ケアプランの確認などを通じて、
⾃治体による更なる指導の徹底を図る。【省令改正、通知改正】

1

サ⾼住等における適正なサービス提供の確保

訪問系サービス（定期巡回を除く）、通所系サービス（地密通所介護、認デイを除く）、福祉⽤具貸与
○ 事業所と同⼀の建物に居住する利⽤者に対してサービス提供を⾏う場合には、当該建物に居住する利⽤者以外に対し
てもサービス提供を⾏うよう努めることとする。【省令改正】

○ 事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利⽤者のうち⼀定割合以上を当該事業所に併設する集合住
宅以外の利⽤者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し⽀えないことを明確化す
る。【通知改正】

居宅介護⽀援
○ 同⼀のサービス付き⾼齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分⽀給限度基準額の利⽤割合が⾼い者
が多い場合に、併設事業所の特定を⾏いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護⽀援事業者を事業所単位で抽出する
などの点検・検証を⾏う。（※効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10⽉から施⾏）

○ サービス付き⾼齢者向け住宅等における家賃の確認や利⽤者のケアプランの確認を⾏うことなどを通じて、介護保険
サービスが⼊居者の⾃⽴⽀援等につながっているかなどケアの質の確保の観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ⾃
治体による更なる指導の徹底を図る。


